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令和８年度監査計画

１ 監査委員の使命

監査委員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）により設置された独立の執行機関として、法に定められた権限にも

とづいて、公正不偏の立場から監査等を実施し、その結果に関する報告

を決定し、これを議会および市長等に提出し公表することにより、民主

的かつ効率的な行政運営を確保し、もって住民福祉の増進と地方自治の

本旨の実現に寄与する。

２ 基本方針

青梅市監査基準にのっとり、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営

確保のため、単に違法、不正の指摘にとどまらず、指導を念頭に置いた

監査等を実施することにより、本市行政の適法性、効率性、妥当性を検

証する。

３ 監査等の内容

令和８年度に監査委員が実施する監査等の内容は、次のとおりである。

なお、具体的な内容は、各監査等の実施計画において別に定める。

(1) 定期監査（法第１９９条第１項、第２項および第４項の規定による

監査）

各課で所管する財務に関する事務等が、法令等にもとづいて適正か

つ効率的に行われているかを主眼として監査する。

(2) 財政援助団体監査（法第１９９条第７項の規定による監査）

財政援助団体について、出納その他の事務の執行が法令等にもとづ

いて適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査する。

(3) 決算等の審査

ア 決算審査（法第２３３条第２項および地方公営企業法第３０条第

２項の規定による審査）

令和７年度の各会計決算について、事務事業の見直しや事務効率

の状況把握に努め、総合長期計画や行財政改革の進捗状況を考慮し

ながら、厳しい財政状況の中での市民福祉の向上に向けた行政効果
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に視点を置き、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証する。

さらに、予算が法令等にもとづいて適正かつ効率的に執行されて

いるか、事務事業が経済的かつ効果的に行われたか等を主眼として

審査する。

また、公営企業会計決算については、会計処理が的確に行われ、

地方公営企業法およびその他関係法令に準拠し作成された決算書類

が適正なものとなっているか、事業の経営が経済的かつ効率的に行

われたかを検証することを主眼として審査する。

なお、病院事業会計については、公共性の確保がなされたかにつ

いても審査する。

イ 基金運用審査（法第２４１条第５項の規定による審査）

定額資金運用基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証す

るとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか等を主

眼として審査する。

(4) 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項および第２２条第１項の規定による審査）

健全化判断比率、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を

記載した書類が、適正に作成されているかを主眼として審査する。

(5) 例月出納検査（法第２３５条の２第１項の規定による検査）

各会計の現金の残高および毎月の収支状況を対象として、計数の正

確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを

主眼として、毎月下旬に実施する。

なお、その他監査委員の判断により対応する。
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４ 監査等の実施予定

５ 監査等の実施体制

監査委員２名および監査事務局職員４名により監査等を行う。

６ 監査等の結果にもとづく措置状況の把握について

(1) 定期監査については、追跡調査を実施し、監査の指摘、要望等に対

する措置状況の報告を求める。

なお、法第１９９条第１４項の規定にもとづき、当該報告の中で措

置を講じた場合は公表する。

(2) 決算審査についても、定期監査に準じて監査の指摘、要望等に対す

る措置状況の報告を求めるものとする。

監査等の種類 監 査 対 象 実 施 期 間

定 期 監 査

第 １ 回

生涯学習部（社会教育課、文化課、美術

担当、文化複合施設等整備担当）、選挙

管理委員会事務局

４月～６月

第 ２ 回

市民センター６か所（大門、小曾木※、

成木※、新町、河辺、今井）

※出張所取扱事務を含む。

８月～10 月

第 ３ 回

総務部（総務契約課、文書法制課、法務

担当、職員課）、総務部施設担当（施設

課）、会計課、議会事務局

12 月～２月

財 政 援 助

団 体 監 査
一般社団法人こーよ青梅 10 月～12 月

決 算 審 査

一般・特別会計、下水道事業会計、病院事業会計、モ

ーターボート競走事業会計決算審査、健全化審査
７ 月

決算審査結果講評、健全化審査結果講評 ８ 月

例 月 出 納 検 査 毎 月 下 旬


